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東日本大震災における復興のあり方についての提言―復興に向けての１７原則の提示 

 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災という未曾有かつこれまで予測さえできなかった災害を
経験することになった。これまでも、我々は幾多の自然災害に遭い、多大な犠牲を代償に数々の
教訓を得てきた。その教訓から、以前、あり得べき復興理念を明文化すべく「災害復興基本法案」
を提唱した。そこで掲げられた復興理念を東日本大震災において実現させるべく、「復興に向け
ての１７原則」をここに提示することにした。 
 「復興に向けての１７原則」は、これまでの教訓から抽出された普遍的な原則であり、東日本
大震災においても十分に通用しうるものであって、復興に関わろうとしているすべての人々に対
して将来的な復興像・復興プロセスを提示するとともに、立法機関に対して立法指針として、行
政機関に対して解釈・運用指針として、司法機関に対して解釈指針として機能する原則である。 
 今後は、以下の「復興に向けての１７原則」に掲げられた理念の実現に向けて、さまざまな方
面に向けて行動をする所存である。 
 

 

原則その１ 復興の目的 

 復興の目的は、自然災害によって失ったものを再生するにとどまらず、人間の尊厳と生存基盤

を確保し、被災地の社会機能を再生、活性化させるところにある。 

 

原則その２ 復興の対象 

 復興の対象は、公共の構造物等に限定されるものではなく、被災した人間はもとより、生活、

文化、社会経済システム等、被災地域で喪失・損傷した有形無形の全てのものに及ぶ。 

 

原則その３ 復興の主体 

 復興の主体は、被災者であり、被災者の自立とその基本的人権を保障するため、国及び地方公

共団体はこれを支援し必要な施策を行う責務がある。 

 

原則その４ 被災者の決定権 

 被災者は、自らの尊厳と生活の再生によって自律的人格の回復を図るところに復興の基本があ

り、復興のあり方を自ら決定する権利を有する。 

 

原則その５ 地方の自治 

 被災地の地方公共団体は、地方自治の本旨に従い、復興の公的施策について主たる責任を負い、

その責務を果たすために必要な諸施策を市民と協働して策定するものとし、国は被災公共団体の

自治を尊重し、これを支援・補完する責務を負う。 

 

原則その６ ボランティア等の自律性 

 復興におけるボランティア及び民間団体による被災者支援活動は尊重されなければならない。

行政は、ボランティア等の自律性を損なうことなくその活動に対する支援に努めなければならな

い。 

 

原則その７ コミュニティの重要性 

 復興において、市民及び行政は、被災地における地域コミュニティの価値を再確認し、これを

回復・再生・活性化するよう努めなければならない。 



原則その８ 住まいの多様性の確保 

 被災者には、生活と自立の基盤である住まいを自律的に選択する権利があり、これを保障する

ため、住まいの多様性が確保されなければならない。 

 

原則その９ 医療、福祉等の充実 

 医療及び福祉に関する施策は、その継続性を確保しつつ、災害時の施策制定及び適用等には被

災状況に応じた特段の配慮をしなければならない。 

 

原則その１０ 経済産業活動の継続性と労働の確保 

 特別な経済措置、産業対策及び労働機会の確保は、被災者の生活の基盤と地域再生に不可欠で

あることを考慮し、もっぱら復興に資することを目的にして策定、実行されなければならない。 

 

原則その１１ 復興の手続 

 復興には、被災地の民意の反映と、少数者へ配慮が必要であり、復興の手続きは、この調和を

損なうことなく、簡素で透明性のあるものでなければならない。 

 

原則その１２ 復興の情報 

 復興には、被災者及び被災地の自律的な意思決定の基礎となる情報が迅速かつ適切に提供され

なければならない。 

 

原則その１３ 地域性等への配慮 

 復興のあり方を策定するにあたっては、被災地の地理的条件、地域性、文化、習俗等の尊重を

基本としつつ、社会状況等にも配慮しなければならない。 

 

原則その１４ 施策の一体性、連続性、多様性 

 復興は、我が国の防災施策、減災施策、災害直後の応急措置、復旧措置と一体となって図られ

るべきであり、平時の社会・経済の再生・活性化の施策との連続性を考慮しなければならない。

復興の具体的施策は目的・対象に応じて、速やかに行うべきものと段階的に行うべきものを混同

することなく多様性が確保されなければならない。 

 

原則その１５ 環境の整備 

 復興にあたっては、被災者と被災地の再生に寄与し防災・減災に効果的な社会環境の整備に努

めなければならない。 

 

原則その１６ 復興の財源 

 復興に必要な費用は、復興の目的に資するものか否かを基軸とし、国及び地方公共団体は、常

に必要な財源の確保に努めなければならない。 

 

原則その１７ 復興理念の共有と継承 

 復興は、被災者と被災地に限定された課題ではなく、我が国の全ての市民と地域が共有すべき

問題であることを強く認識し、復興の指標を充実させ、得られた教訓は我が国の復興文化として

根付かせ、これらを教育に反映し、常に広く復興への思いを深め、意識を高めていかなければな

らない。 


